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集中ゼミナール
税務・会計の
教えて、先生

！

消費税増税に備えて中小企業が行う対策①

現在 平成26年４月１日 平成27年１0月１日
消費税率 ４.0% 6.3% 7.8%

地方消費税率
1.0% 1.7% 2.2%

（消費税額の25/100）（消費税額の17/63） （消費税額の22/78）
合計 5.0% 8.0% 10.0%

前々事業年度（基準期間） 本年度
売上高１千万超 課　税
売上高１千万以下 免　税

は
じ
め
に 

ニ
ュ
ー
ス
そ
の
他
報
道
で
特
集
番

組
が
組
ま
れ
、
消
費
税
増
税
の
影
響

等
に
つ
い
て
取
沙
汰
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
企
業
の
税
務
担
当
者
に
と
っ
て

頭
の
痛
い
問
題
で
す
。

そ
こ
で
日
常
の
販
売
や
役
務
提
供

等
で
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ

い
の
か
。
本
連
載
で
は
、
消
費
税
改

正
の
概
要
、
消
費
税
の
改
正
を
理
解

す
る
た
め
の
基
本
事
項
、
経
過
措
置

に
対
す
る
実
務
対
応
、
会
計
シ
ス
テ

ム
、
レ
ジ
ス
タ
ー
等
の
対
応
の
順
に

解
説
し
て
い
き
ま
す
。

消
費
税
改
正
の
概
要 

い
よ
い
よ
、来
年
４
月
１
日
か
ら
、

消
費
税
が
増
税
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、

引
き
上
げ
は
次
の
通
り
二
段
階
で
引

き
上
げ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

当
初
は
消
費
税
使
徒
の
明
確
化
と

い
う
こ
と
で
、
消
費
税
収
入
に
つ
い

て
は
、
毎
年

度
、
制
度
と

し
て
確
立
さ

れ
た
年
金
、

医
療
お
よ
び

介
護
の
社
会

保
障
給
付
並

び
に
少
子
化

に
対
処
す
る

た
め
の
施
策

に
要
す
る
経

費
（
社
会
保

障
４
経
費
）

に
充
て
る
も

の
と
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
地

方
消
費
税
収

入
（
引
き
上

げ
分
）
お
よ

び
消
費
税
収

入
に
係
る
地

方
交
付
税
分

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
使
途
が
ど

う
も
怪
し
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
景

気
回
復
の
た
め
の
財
源
に
使
用
さ
れ

よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
増
税
の
実
行
が
確
定
し

た
以
上
、
私
た
ち
は
、
そ
の
税
率
変

更
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
を
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応

す
れ
ば
よ
い
の
か
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

今
回
の
消
費
税
増
税
で
問
題
と
な

る
の
は
、
現
在
５
％
で
課
税
さ
れ
て

い
る
た
め
、
８
％
課
税
と
な
る
26
年

４
月
１
日
を
ま
た
ぐ
取
引
の
取
り
扱

い
で
す
。

そ
の
取
り
扱
い
に
は
、
国
税
庁
か

ら
経
過
措
置
が
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
出
て

お
り
ま
す
の
で
説
明
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

消
費
税
の
改
正
を

理
解
す
る
た
め
の

基
本
事
項 

消
費
税
の
増
税
の
内
容
を
理
解
す

る
に
あ
た
り
、
納
税
者
に
理
解
し
に

く
い
消
費
税
の
概
要
を
再
確
認
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

消
費
税
と
は
、
消
費
税
が
課
税
さ

れ
た
収
入
の
消
費
税（
仮
受
消
費
税
）

か
ら
、
消
費
税
が
課
税
さ
れ
た
支
出

の
消
費
税
（
仮
払
消
費
税
）
を
控
除

し
て
、差
額
を
納
付
す
る
税
で
す
が
、

そ
の
制
度
利
用
の
難
し
い
税
の
一
つ

で
も
あ
り
ま
す
。

課
税
さ
れ
た
収
入
の
消
費
税
と
は
、

売
上
高
、
手
数
料
収
入
、
そ
の
他
収

入
に
課
税
さ
れ
た
消
費
税
を
い
い
、

課
税
さ
れ
た
支
出
の
消
費
税
と
は
、

仕
入
高
、
販
売
費
一
般
管
理
費
（
給

与
他
を
除
く
）
そ
の
他
支
出
に
課
税

さ
れ
た
消
費
税
を
い
い
ま
す
。

法
人
の
場
合
、
そ
の
年
度
が
課
税

か
非
課
税
か
の
基
準
は
、
基
本
的
に

は
、
そ
の
事
業
年
度
の
２
年
前
の
事

業
年
度
が
判
断
の
基
準
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

そ
の
年
度
を
、「
基
準
期
間
」
と

い
い
ま
す
。

原
則
的
に
は
、
基
準
期
間
の
課
税

「
簡
易
課
税
」
で
す
。

さ
ら
に
、「
資
本
金
基
準
」
や
、「
特

定
期
間
の
課
税
売
上
高
基
準
」
等
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
基
準
期
間
」や「
原

則
課
税
」、「
簡
易
課
税
」、「
資
本
金

基
準
」、「
特
定
期
間
の
課
税
売
上
高

基
準
」
の
判
断
要
件
が
あ
り
、
判
断

を
誤
り
や
す
い
税
で
す
。

た
と
え
ば
、輸
出
が
主
の
企
業
は
、

仕
入
は
課
税
で
、
輸
出
売
上
は
免
税

で
す
の
で
、「
原
則
課
税
」
を
選
択

し
な
い
で
「
免
税
」
や
「
簡
易
課
税
」

の
ま
ま
で
す
と
、
仕
入
に
関
す
る
消

費
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
設
立
間
も
な
い
法
人
は
、

免
税
で
す
が
、
初
年
度
に
多
額
の
設

備
投
資
が
あ
る
た
め
、「
原
則
課
税
」

を
選
択
し
、
そ
の
設
備
購
入
分
の
消

費
税
を
還
付
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
判
断
を
誤
る
と
、
そ
れ

以
後
の
年
度
で
余
分
な
税
金
が
発
生

す
る
等
、
課
税
売
上
、
課
税
仕
入
の

内
容
に
よ
っ
て
、
判
断
が
難
し
い
税

で
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
消
費
税
増
税
に
関

し
、「
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る

表
示
の
禁
止
」（
不
当
景
品
類
及
び

不
当
表
示
防
止
法
）
と
い
う
表
示
方

法
に
関
す
る
規
制
が
あ
り
ま
す
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

禁
止
さ
れ
て
い
る
表
示
方
法

１�.

消
費
税
は
転
嫁
し
ま
せ
ん
。
当

店
が
負
担
し
ま
す
。

２�.

消
費
税
率
上
昇
分
を
値
引
き
し

ま
す
。
８
％
分
を
還
元
し
ま
す
。

３�.

消
費
税
相
当
分
の
ポ
イ
ン
ト

（
商
品
券
）
を
付
与
し
ま
す
。

ま
た
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る

消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
禁

止
規
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が

必
要
で
す
。

次
回
は
、
経
過
措
置
に
対
す
る
実

務
対
応
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
つ
づ
く
）

●今回の先生／
　�税理士の黒川明氏（写
真左）・小野寺聰嗣氏
（写真右）

収
入
が
、
１
千
万
円

超
の
場
合
は
、
本
年

度
は
課
税
、
１
千
万

円
以
下
の
場
合
は
、

本
年
度
は
免
税
と
な

り
ま
す
。

ま
た
、
税
額
計
算

の
方
法
と
し
て
、「
原

則
課
税
」
と
「
簡
易

課
税
」
と
い
う
２
種

類
の
税
額
計
算
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　
「
課
税
さ
れ
た
収

入
の
消
費
税

－

課
税
さ
れ
た
支
出

の
消
費
税
＝
納
税
額
」
と
い
う
計
算

式
で
、
課
税
さ
れ
た
収
入
、
課
税
さ

れ
た
支
出
の
双
方
を
実
額
で
計
算
す

る
の
が
「
原
則
課
税
」で
す
。一
方
、

課
税
さ
れ
た
収
入
は
実
額
で
計
算
し
、

課
税
さ
れ
た
支
出
部
分
を
業
種
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
「
事
業
区
分
」

の
率
を
使
用
し
て
計
算
す
る
の
が

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
４
経
費
を

含
む
社
会
保
障
施
策
に
要
す
る
経
費

に
充
て
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。


